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建物に不同沈下が生じたのは、建物の建築

請負人が、建物敷地に地盤対策を行うことな

く基礎を築いたためであるとして、注文者が

請負人に対して、不法行為に基づく損害賠償

および瑕疵修補に代わる損害賠償を求めた事

案において、注文者に４割の過失があるとさ

れた事例（福岡高裁　平成17年１月27日判決

変更 確定 判例タイムズ1198号182頁）

１　事案の概要

Ｘは、平成５年11月10日、建物建築請負人

（個人）Ｙと建築請負契約（以下「本件契約」

という。）を締結、Ｙは、本件契約に基づき

建物（以下「本件建物」という。）の建築工

事に着手し、平成６年３月20日頃、本件建物

をＸに引き渡した。

ところが、Ｘは、平成10年10月頃、浴室の

排水パイプの継ぎ目が折れ、浴室下に空洞が

できているのを発見したため補修していたと

ころ、建物の基礎にひび割れが生じて建物が

不同沈下していることが判明した。

そこでＸは、本件建物に不同沈下が生じた

のは、建築を請負ったＹが、建物敷地（以下

「本件敷地」という。）に地盤対策を行うこと

なく築いたためであるとして、Ｙに対して、

不法行為に基づく損害賠償と、予備的請求と

して、瑕疵修補に代わる損害賠償を求めて提

訴した。

原審においては、不法行為に基づく損害賠

償金として、補修工事費用948万円余及び調

査費用60万円余の合計1,008万円余とこれに

対する平成６年３月21日（本件建物引渡の翌

日）から支払済みまで年５分の割合による遅

延損害金を認容したが、Ｘ、Ｙ双方が不服と

して控訴した。なお、Ｙは、新たに過失相殺

の主張を追加した。

２　判決の要旨

高等裁判所は、次のように判示し、本件建

物の不同沈下による損害については民法722

条２項（過失相殺）を類推適用し、また、遅

延損害金の起算日については、建物の不同沈

下による損害が発生した平成10年４月１日と

して、原判決を一部変更した。

盧　過失相殺について

① 本件敷地は、その一部地中に極軟弱地

盤が存在していたものであるが、本件敷

地のような海岸近くの丘陵地の開発地で

あれば、局所的に変化のある地盤が含ま

れることはどこでも見られることである

から、Ｙが地盤調査をしなかったのは義

務違反があると認めるべきである。しか

しながら、平成11年６月成立した「住宅

の品質確保の促進等に関する法律」施行

後は、住宅においても地盤調査を行うこ

とが一般的になってきたものの、本件建

物の設計が行われた平成５年当時におい

ては、多くは設計者の経験と勘に頼って

いた実情であった。

② 本件敷地の北側には地山があったこと
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や、本件敷地及び付近の外観などから、

Ｙが現地を見て地山と判断したことも根

拠のない判断ではない。

③ 本件建物の不同沈下に与えた影響は、

本件建物の荷重よりもＸが後に行った庭

の盛土等の荷重の方が大きく、約2.5倍

である。

④ 本件敷地の地盤の性状の情報について

は、所有者であるＸや、その前所有者で

あり開発者であるＺがＹに提供すべき立

場にあるが、これらの者からＹに対し何

ら情報提供はなかった。

⑤ 請負契約に際し、念のため地盤調査を

し、その結果によっては基礎工事として

杭工事も行うことになるとすれば、請負

代金額が増加することになる。これは資

金の蓄えがなかったＸの請負代金額を極

力低く抑えたという意向に副うものでは

ないから、Ｙとして提案しにくい状況に

あったことなど、諸般の事情を総合考慮

して、本件建物の不同沈下による損害を

公平に分担させるには、民法722条２項

を類推適用して、弁護士費用を除いた全

損害額から４割を減じた金額を損害金と

するのが相当である。

⑥ 本件建物の不同沈下による損害金額

は、原審における認定額（補修工事費用

及び調査費用）に当審で追加認定した調

査費用123万円余を加え、損益相殺50万

円を控除した金額から４割の過失相殺を

した649万円余となる。また、Ｙが負担

すべき弁護士費用としては、65万円が相

当である。

盪　遅延損害金について

不法行為による損害賠償債務は、不法行為

に基づく損害発生と同時に遅滞に陥るところ

（最判昭37年９月４日、民集16巻９号1834頁）、

本件のように不十分な基礎工事により建物の

不同沈下という結果に起因する損害が発生し

たような場合は、客観的に同損害が発生した

ときに遅滞に陥るというべきであり、本件に

おいていえば、本件建物の不同沈下が明確に

なったのは、遅くともＸが浴室排水パイプの

継ぎ目折損に気づいた平成10年10月頃の半年

前頃である同年４月１日というべきである。

蘯　以上のとおり、Ｘの主位的請求は714万

円余及びこれに対する平成10年４月１日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合に

よる遅延損害金の支払いを求める限度で理

由があり、その他の主位的請求と予備的請

求は理由がない。

３　まとめ

高等裁判所は、諸般の事情を総合考慮して、

本件建物の不同沈下による損害を公平に分担

させるには、民法722条２項を類推適用して、

弁護士費用を除く全損害額から４割を過失相

殺し、また、遅延損害金の起算日については、

不法行為による損害賠償債務は、不法行為に

基づく損害発生と同時に遅滞に陥るところ、

本件のように不十分な基礎工事により建物の

不同沈下という結果に起因する損害が発生し

たような場合は、客観的に同損害が発生した

ときに遅滞に陥るというべきであるとした。

本件は、建築請負契約の瑕疵による損害賠

償請求において、請負人（個人）の不法行為

による損害賠償債務の過失相殺の有無と、遅

延損害金の起算日について判断された事例で

あり、参考になると思われる。なお、損害を

公平に分担させる見地から損害賠償額を減額

した判例としては、大阪地判平成13年２月15

日がある。




